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跛
躙
鰺
隧

‐２
月
定
例
会
最
終
日
に

議
員
６
名

の
連
名

に
よ
り
、

市
役
所

の
位
置
を
現
在

の

上
自
井
４
４
６
番
地
１
か

ら
岩
崎
１
１
８
０
番
地
１

に
変
更
す
る
条
例
が
提
案

さ
れ
ま
し
た
。

鐘
癬
骰
鍮
眩
咤

嘉
麻
市

の
根
本
的
な
行
財

政
改
革
を
図
る
と
と
も

に
、

地
方
自
治
法

の
規
定

に
則

り
、

「住
民
の
利
便
性
」

「
他

の
官

公

署

と

の
距

離
」

「交
通
事
情
」
な
ど

を
熟
慮
し
、
も

っ
て
住
民

福
祉

に
資
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
、
分
庁
方
式
を

解
消
し
、
本
庁
舎
を
稲
築

多
目
的
運
動
広
場
に
集
約

し
ま
す
。

な
お
、

こ
の
条
例

の
施

行
日
は
、
規
則

で
定
め
る

こ
と
と
し
、
具
体
的
な
移

転
時
期
は
未
定
と
な

っ
て

い
ま
す
。

鐘
欝
濃
鰊
隧
晰

出
席
議
員
２２
名

に
よ
る

無
記
名
投
票

の
結
果
、
賛

成
１６
票
、
反
対
６
票

の
賛

成
多
数
で
可
決
し
ま
し
た
。

※
特

別

多

数

決

通
常

の
採
決

で
は
、
過

半
数

の
賛
成

で
議
案
等
は

可
決
と
な
り
ま
す
が
、
今

回

の
条
例

の
成
立

に
は
、

出
席
議
員

の
３
分

の
２
以

上

の
賛
成
を
必
要
と
し
ま

す
。
ま
た
、
議
長
も
採
決

に
加
わ
り
ま
す
。

咆
鮨

採
決

の
結
果
を
受
け
、

地
方
自
治
法
第
１
７
６
条

第
１
項

の
規
定

に
よ
り
、

市
長
よ
り
再
議
に
付
さ
れ
、

臨
時
議
会
が
１２
月
２７
日
に

招
集
さ
れ
ま
し
た
。

再
議

の
理
由
は
、

「自

治
基
本
条
例

に
規
定
す
る

よ
う

に
、
庁
舎
建
設
と

い

う
重
要
政
策
は
、
民
意
を

十
分
反
映
す

べ
き
も

の
と

考
え
る
が
、
現
段
階

に
お

い
て
、
十
分
な
説
明
責
任

を
果
た
し
て
い
る
と
は
、

言

い
難

い
状
態

に
あ
る
。

ま
た
、
嘉
麻
市

の
財
政

状
況
を
鑑
み
る
と
、
嘉
穂

小
学
校
の
建
設
に
着
手
し
、

Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
の
全
市
拡
張
、

火
葬
場
建
設
な
ど

の
計
画
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が
あ
る
中
、
地
方
交
付
税

の

一
本
算
定

に
よ
る
収
入

減
も
想
定
さ
れ
、
予
断
を

許
さ
な

い
状
況
に
あ
る
。

庁
舎
建
設
と

い
う
多
額

の
予
算
を
伴
う
も

の
で
、

議
員
提
案

の
条
例
制
定

に

当
た

っ
て
も
、
地
方
自
治

法
第
２
２
２
条

の
趣
旨
か

ら
、
条
例
化
す
る
時
期
に
、

あ
ら
か
じ
め
財
源

の
見
通

し

を

立

て

る
必

要

が

あ

る
。
」
と
す
る
も

の
で
す
。

※
再
議
と
は
…

議
会

で
行

っ
た
議
決

に

対
し
異
議
が
あ
る
、
ま
た

は
議
会
で
行

っ
た
議
決
や

選
挙

に
そ
の
権
限
が
な

い

あ
る
い
は
法
令
違
反
等
が

あ
る
、
も
し
く
は
議
決
が

執
行
不
能

で
あ
る
等
と
し

て
市
長
が
審
議
や
選
挙

の

や
り
直
し
を
求
め
る
こ
と

を
言

い
ま
す
。

今
回
の
再
議

に
付
す
る

理
由

で
再
度
可
決
と
な
る

に
は
、
出
席
議
員

の
３
分

の
２
以
上

の
賛
成
を
必
要

と
し
ま
す
。

胸
圃

購
燒
は

で
の
援
濃

‐２
月
２７
日
に
開
催
さ
れ

た
臨
時
議
会

で
は
、
出
席

議
員
２‐
名

（欠
席
１
名
）

に
よ
る
無
記
名
投
票

の
結

果
、
賛
成
１４
票
ヽ
反
対
７

票

の
賛
成
多
数

で
再
度
可

決
し
ま
し
た
。

こ
の
結
果
、
再
議

に
付

さ
れ
た
市
役
所

の
位
置
を

定
め
る
条
例
は
確
定
し
ま

し
た
。

熙
蝙

主

な
賛

成
意

見

○
　
自
治
基
本
条
例

の
柱

は
市
民
と

の
情
報

の
共
有

だ
。市

長
は
、
平
成
２４
年
２

月
に
庁
合

の
候
補
地
を
比

較
し
た
報
告
書
を
作
成
し

た
が
、
市
民

に
公
表
し
て

い
な

い
。

○
　
市
長
が
碓
井
庁
舎
を

増
築
す
る
と

い
う

こ
と
を

勝
手

に
決
め
た

こ
と
は
受

け
入
れ
が
た

い
。

市
民

へ
の
説
明
責
任
を

果
た
さ
れ

て
い
な

い
と
言

う
が
、
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
全
市
拡

張

に
つ
い
て
も
市
長
は
市

民

へ
説
明
し
て
い
な

い
。

〇
　
〈
フ
回
の
条
例

の
改
正

は
法
令
等

に
違
反
す
る
も

の
で
は
な

い
。

○
　
財
政
状
況
に
予
断
を

許
さ
な

い
と
し
な
が
ら
、

市
長
は
多
額

の
経
費
が
か

か
る
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
の
全
市
拡

張
を
進
め
て
い
る
。

市
長
は
、
再
議

の
理
由

に
地
方
自
治
法
第
２
２
２

条

の
趣
旨
か
ら
、
条
例
化

の
時
期

に
財
源

の
見
通
し

が
必
要
と
し
て
い
る
が
、

当
面
義
務
費
は
生
じ
な

い

の
で
予
算
措
置
は
必
要
な

く
、
行
政
実
例
も
あ
り
、

再
議

の
理
由

に
は
当
た
ら

な

い
。

〇

　

一
番
新
し

い
碓
井
庁

舎

で
も
耐
用
年
数
が
２０
年

程
度

で
、
耐
震
補
強
も
な

さ
れ
て
い
な

い
。

碓
井
庁
合

の
増
改
築

に

は
４９
億
円
か
か
る
が
、
稲

築
多
目
的
運
動
広
場

に
新

築
す
る
場
合

に
は
３６
億
円

で
済
み
、
行
財
政
改
革

に

寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
。

○
　
稲
築
庁
合

の
利
用
は

多
く
、
ま
た
近
隣

に
は
大

型
店
舗

の
進
出
が
増
え
、

一

福
岡
市
等

へ
の
交
通
ア
ク

セ
ス
も
良

い
。

○
　
碓
井
庁
合
を
増
築
す

る
場
合
、
現
庁
舎

の
建

て

替
え
時
期

に
は
、
市

の
単

費
と
な
る
。

新
築
す
る
場
合
、
用
地

取
得

の
不
要
な
市
有
地

の

方
が
、
財
政
負
担
が
少
な

く
済
む
が
、
碓
井
グ
ラ
ウ

ン
ド
と
稲
築
多
目
的
運
動

広
場
を
比
較
し
て
、
住
民

の
利
用
、
交
通
事
情
等
を

考
慮
す
る
と
稲
築
多
目
的

運
動
広
場
が
適
当
な

の
は

明
ら
か
だ
。

市
長
は
、
早
急

に
庁
舎

問
題
検
討
報
告
書
を
元
に

住
民
説
明
会
を
実
施
す
る

よ
う
求
め
る
。

主

な
反
対
意

見

○
　
稲
築
多
目
的
運
動
広

場
は
、
平
成
２０
年
度

に
作

成
し
た

ハ
ザ
ー
ド

マ
ッ
プ

で
は
、
１
０
０
～
１
５
０

年

に

一
度

の
洪
水
が
起
き

る
と
浸
水
す
る
恐
れ
が
あ

′つ
。ま

た
、
議
会
が
今
回

の

よ
う
な
強
行
姿
勢

に
た

つ

の
は
市
長
側

に
も
責
任

の

一
端
は
あ
る
。

市
民
不
在

の
状
態
な

の

で
、
冷
静

に
判
断
し
て
ほ

し
い
。

〇
　
一巾
民
か
ら
、
多
数

の

意
見
を
聴

い
た
が
、
怒
り

に
近

い
声
が
多
く
、
庁
合

が
遠
く
な
る
と

い
う
不
安

や
最
悪

の
場
合
は
市
民
が

い
が
み
合
う
結
果

に
な
る

と
の
心
配
を
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
役
所
だ
け
が
良
く

な

っ
て
市
民
生
活
が
犠
牲

に
な
る
と

の
意
見
や
元

の

町

に
戻
す

べ
き
と

の
意
見

も
あ

っ
た
。

稲
築
多
目
的
運
動
広
場

に
賛
成
、
反
対
と

い
う

こ

と
で
は
な

い
が
、
一巾
民
を

含
め
て
の
議
論
が
な
さ
れ

て
い
な

い
。

〇
　
年
間
約
１
０
０
０
人

の
人
口
が
減

っ
て
い
る
中

で
、

１０
年
後
、

２０
年
後

に

今

の
よ
う
な
自
主
財
源
が

な
く
、
企
業
誘
致
も
進
ま

な

い
嘉
麻
市
が
独
立

の
形

で
維
持

で
き
る
か
疑
間
が

あ
る
。

桂
川
町
や
飯
塚
市
と

の

合
併
も
視
野
に
入
れ
る
と

庁
舎
建
設
は
賢

い
選
択

で

は
な

い
。

合
併
特
例
債
を
活
用
す

る
に
し
て
も
、
他

の
事
業

と
市

の
負
担
は
大
き

い
。

自
治
基
本
条
例

の
規
定

で
は
、
重
大
な
決
断
を
す

る
場
合

に
は
、
住
民
投
票

や
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
等
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

今
、
議
会
が
す

べ
き

こ

と
は
住
民

の
声
を
聴
く

こ

と
だ
。

紆
巡

柁
層
鶴
圃

市
役
所
の
位
置
を
定
め
る

桑
側
の

一
部
在
敵
正
す
る

条
例

の
提
案

（
議
員
６

名
）

↑

賛
成
多
数
で
可
決

↑

電
周
評
爾

市
長
が
臨
時
議
会
を
招
集

し
、
市
役
所
の
位
置
を
定

め
る
条
例
の

一
部
を
改
正

す
る
条
例
を
再
議
に
付
す

↑

賛
成
多
数
で
可
決

↑

議
決
の
確
定
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